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障害者福祉システム等標準化検討会（第４回）議事概要 

 

日時：令和７年１月 16日（金）11:00～11:50 

方法：WEB 会議 

出欠（敬称略）： 

（座長） 

出席 生田 正幸   関西学院大学大学院 人間福祉研究科 講師（非常勤） 

（構成員） 

出席 後藤 省二   株式会社地域情報化研究所 代表取締役社長 

欠席 上野 睦子   東京都福祉局障害者施策推進部企画課 課長 

出席 奥野 美和子  大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課 課長 

代理 髙野山 雄一朗 船橋市健康福祉局福祉サービス部障害福祉課 係長 

出席 小原 竹志   葛飾区政策経営部ＤＸ戦略課 課長 

出席 中村 剛志   横浜市健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課 課長 

出席 半田 信哉   坂井市健康福祉部 次長 兼 坂井市健康福祉部社会福祉課 課長 

代理 谷野 祐太   熊取町健康福祉部障がい福祉課 主事 

出席 吉岡 久美   株式会社RKKCS 第2システム本部保険福祉システム部門 

福祉グループ グループ長 

出席 西川 光則   Gcomホールディングス株式会社 カスタマーサポート部 保守サポート課長 

出席 星島 基宏   株式会社ＴＫＣ ユーザ・インターフェイス設計部 チーフ 

出席 関 和可奈   株式会社電算 ソリューション3部 主幹 

出席 濱田 真範   株式会社アイネス 開発本部WR開発部第三課 スペシャリスト 

代理 長井 陽菜   株式会社IJC 情報システム部 パッケージシステム課 課長 

出席 近藤 誠    日本電気株式会社 パブリックシステム開発部門 

住民情報システム開発統括部 主任 

出席 手塚 翔太   富士通Japan株式会社 Public&Education事業本部 

社会保障サービス事業部 主任 

（オブザーバー） 

出席 池端 桃子   デジタル庁地方業務標準化 エキスパート 

欠席 米田 圭吾   デジタル庁統括官付参事官付 参事官補佐 

出席 津田 直彦   デジタル庁統括官付参事官付 参事官補佐 

出席 下田 卓也   デジタル庁統括官付参事官付 

欠席 稲垣 嘉一   総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室 課長補佐 

欠席 加藤 秀和   総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室 課長補佐 

欠席 飯野 一浩   厚生労働省大臣官房情報化担当参事官室 室長補佐 

出席 島添 悟亨   厚生労働省大臣官房情報化担当参事官室 室長補佐 

保険局医療介護連携政策課 推進官 併任 

保険局診療報酬改定DX推進室 室長代理補 併任 

社会・援護局障害保健福祉部 アドバイザー 併任 

出席 乗越 徹哉   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  課長 
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欠席 佐々木 忠信  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 課長補佐 

出席 髙屋 史紘   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 係長 

欠席 小林 樹    厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 係員 

 

【議事次第】 

１． 開会 

２． 標準仕様書【第 5.1版】案の対応概要について 

３． 標準仕様書【第 5.1版】案の決定について 

４． その他 

 

【議事概要】 

○後藤構成員 

・政省令の改正に伴う条ずれにより帳票名が変更となるケースについて、影響が出ない方式はないか今

後の見直しを検討願いたい。 

・帳票のまる付き数値やまる付きカナ文字について、コンピューターの文字管理の世界では必ずしも標

準ルールになってないため、今後の見直しを検討願いたい。 

 ⇒（事務局）帳票名やまる付き数値等の文言については、省令や通知様式に準拠しているため、厚生

労働省の関係課室で検討させていただく。 

・所得の判断については市町村民税を利用するように変更されてきているが、制度的に所得税による所

得判断が残っている事務はないか。所得税は自治体側では確認できる状況にはなってないという理解

のため、確認していただきたい。 

 ⇒（事務局）標準仕様書に規定する機能に係る事務の範囲については所得税を利用した所得判定はな

い認識である。標準化対象事務以外の障害者福祉事務においては存在する可能性はあるかもしれな

い。 

⇒（後藤構成員）資料４の令和７年度下期全国意見照会の意見集約一覧の№２に所得税が記載されて

いるため、いずれにしても確認していただきたい。 

⇒（事務局）確認させていただく。 

 

○生田座長 

・「障害者福祉システム標準仕様書【第5.1版】案」の決議をさせていただく。事務局からの説明のと

おり、検討会後に標準仕様書への変更等が一部発生する可能性があるが、最終的な判断については座

長に一任をいただきたい。その上で「障害者福祉システム標準仕様書【第5.1版】案」の決定にあた

り、疑義等はないか。 

 ⇒（生田座長）特に疑義等はないため、「障害者福祉システム標準仕様書【第5.1版】案」を決定と

する。 

 

以 上 


